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はじめに
本県の犯罪発生状況は、自転車盗や空き巣など、皆さんの身近で発

生する犯罪が、全体の半数を占めていること、また、子どもを狙った

誘拐や連れ去り事件が全国的に後を絶たないことなどから、日常生活

の中で犯罪に対する不安が高まっています。

このため、島根県では、県民や観光旅行者等が安心して暮らし、又

は滞在することができる社会を実現するため、平成18年7月に「島根

県犯罪のない安全で安心なまちづくり条例」を制定し、同年12月にこ

の条例に基づき、以下の4つの「防犯に関する指針」を策定しました。

これらの指針の基本的な考え方のポイントは次の3つとしております。

このパンフレットは、みなさんに指針の内容について理解を深めてい
ただくため、写真やイラストを用いて分かりやすく説明したものです。
できることから、できる範囲で安全で安心なまちづくりに取り組ん
でいただくきっかけとしてご活用ください。

もくじ

1.「学校等及び通学路等における子どもの安全確保に関する指針」
（知事、教育委員会及び公安委員会） ・・・・・3P

2.「犯罪の防止に配慮した道路等の構造、設備等に関する指針」
（知事及び公安委員会） ・・・・・5P

3.「犯罪の防止に配慮した住宅の構造、設備等に関する指針」
（知事及び公安委員会） ・・・・・7P

4.「犯罪の防止に配慮した店舗等の構造、設備等に関する指針」
（知事及び公安委員会） ・・・・・9P



3 4
「学校等」…幼稚園、小・中・高等学校の学校や保育所等の児童福祉施設等
「子ども」…乳幼児、児童及び生徒をいう
「通学路等」…子どもが通園通学の際に利用する道路、広場等
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チェーン用バーラック…駐輪場に固定される金属製の棒（バー）をいい、これを自転車等をチェーン錠で結ぶことにより、自転車等の盗難を防止することができる。
サイクルラック…チェーン用バーラックと同様の機能を有するもので、1台ごとのスペースが明確に区分されているラックをいう。
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ピッキング…錠前のシリンダー（カギ穴周辺の円筒）部分に特殊な工具等を差し込んで解錠する住宅への侵入手口をいう



9 10




